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平成20年第３回太子町議会定例会（第413回町議会）会議録（第１日） 

平成20年６月３日 

午 前 10 時 開会 

                 議  事  日  程 

１ 会議録署名議員の指名 

２ 会期の決定 

３ 諸般の報告 

４ 常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

５ 報告第１号 平成19年度兵庫県太子町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

６ 報告第２号 平成19年度兵庫県太子町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について 

７ 報告第３号 町の出資等に係る法人の経営状況の報告について 

８ 議案第32号 太子町監査委員に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

９ 議案第33号 太子町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定に 

        ついて 

10 議案第34号 太子町税条例の一部を改正する条例の制定について 

11 議案第35号 太子町固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

        いて 

12 議案第36号 太子町手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

13 議案第37号 太子町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について 

14 議案第38号 揖龍保健衛生施設事務組合規約の変更について 

15 議案第39号 兵庫県町土地開発公社定款の変更について 

                本日の会議に付した事件 

１ 会議録署名議員の指名 

２ 会期の決定 

３ 諸般の報告 

４ 常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

５ 報告第１号 平成19年度兵庫県太子町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

６ 報告第２号 平成19年度兵庫県太子町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について 

７ 報告第３号 町の出資等に係る法人の経営状況の報告について 

８ 議案第32号 太子町監査委員に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

９ 議案第33号 太子町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定に 

        ついて 

10 議案第34号 太子町税条例の一部を改正する条例の制定について 

11 議案第35号 太子町固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

        いて 

12 議案第36号 太子町手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

13 議案第37号 太子町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について 

14 議案第38号 揖龍保健衛生施設事務組合規約の変更について 

15 議案第39号 兵庫県町土地開発公社定款の変更について 

会議に出席した議員        

  １番   井 川 芳 昭         ２番   清 原 良 典 

  ３番   中 島 貞 次         ４番   上 山 隆 弘 
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  ５番   服 部 千 秋         ６番   長谷川 原 司 

  ７番   井 村 淳 子         ８番   中 井 政 喜 

  ９番   嶋 澤 達 也        １０番   花 畑 奈知子 

 １１番   熊 谷 直 行        １２番   上 田 富 夫 

 １３番   村 田 興 亞        １４番   桜 井 公 晴 

 １５番   橋 本 恭 子        １６番   北 川 嘉 明 

会議に欠席した議員 

   な   し 

会議に出席した事務局職員 

 局     長  山 本 修 三     書     記  肥 塚   馨 

 書     記  西 田 美智子 

説明のため出席した者の職氏名 

 町     長  首 藤 正 弘     副  町  長  八 幡 儀 則 

 教  育  長  圓 尾 哲 一     総 務 部 長  佐々木 正 人 

 生活福祉部長  丸 尾   満     経済建設部長  冨 岡 慎 一 

 教 育 次 長  塚 原 二 良     財 政 課 長  香 田 大 然 

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

議長あいさつ 

○議長（北川嘉明） おはようございます。 

 開会に先立ちまして一言ごあいさつを申し

上げます。 

 議員各位には、極めてご健勝にてご参集を

賜り、本日ここに平成20年第３回太子町議会

定例会（第413回町議会）が開会できますこ

とは、町政伸展のためまことにご同慶にたえ

ません。今期定例会に提案されます案件は、

予算関係、条例改正等、いずれも重要な案件

であります。 

 何とぞ議員各位におかれましては、格別の

ご精励を賜り、慎重にご審議の上、適切妥当

な結論が得られますようお願い申し上げまし

て、まことに簡単措辞ではございますが、開

会のごあいさつといたします。 

 町長。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

町長あいさつ 

○町長（首藤正弘） 皆さんおはようござい

ます。 

 平成20年第３回太子町議会定例会（第

413回町議会）が開会されるに当たりまし

て、一言ごあいさつを申し上げます。 

 木々の緑もようやく深くなり、次第に初夏

の気配が色濃く感じられるころとなりまし

た。議員各位におかれましては、何かとご多

忙のところをご健勝にて本会議にご出席いた

だきましたことに対し、厚くお礼を申し上げ

ます。平素は、太子町行政各般の伸展にご理

解、ご協力を賜っていますこと感謝申し上げ

ます。 

 さて、今期定例会におきましては、報告案

件３件、条例を初めとする議案８件、計11件

のご審議をお願い申し上げますものでありま

す。 

 提出させていただきました各案件の内容に

つきましては後ほど説明させていただきたい

と存じますが、何とぞ慎重なるご審議を賜

り、原案のとおりご議決いただきますようお

願い申し上げます。 

 また、私ごとで大変恐縮ではございます

が、太子町長選挙の日程が７月27日に予定さ

れております。本町は、自立を進めるという

まちづくりへの一歩を踏み出しており、今、

今般の行政需要に最大限の展開を図るため、

種々課題に真摯に取り組んでいるところでご

ざいます。特に、今後10年間のまちづくりの

羅針盤を示す第５次太子町総合計画を策定

し、新時代の太子町の展望を切り開くととも
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に、今後においてもさらに行財政改革を遂行

し、財政の健全化に努めていく大事な局面を

迎えております。ここで、町の将来に不安を

残すことなく、道筋をつけ、さらなる展望を

開いていくことが私に課せられた使命である

と考えておりますので、来る町長選に出馬

し、引き続きその役目を務めさせていただく

決意を申し上げまして、まことに簡単ではご

ざいますが、定例町議会の開会に当たりまし

てのごあいさつとさせていただきます。どう

かよろしくお願いいたします。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

（開会 午前10時00分） 

○議長（北川嘉明） ただいまの出席議員は

16名です。定足数に達していますので、ただ

いまから平成20年第３回太子町議会定例会

（第413回町議会）を開会します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手許に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（北川嘉明） 日程第１、会議録署名

議員の指名を行います。 

 会議録署名議員には、会議規則第120条の

規定によって、13番村田興亞議員、14番桜井

公晴議員を指名します。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定 

○議長（北川嘉明） 日程第２、会期の決定

を議題にします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から６月16日まで

の14日間にしたいと思います。ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、会期は本日から６月16日までの

14日間に決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 諸般の報告 

○議長（北川嘉明） 日程第３、諸般の報告

を行います。 

 まず、本日町長から議案11件が提出されま

した。したがって、議案はその件名一覧表を

つけてお手許に配っておきましたからご了承

願います。 

 次に、監査委員から地方自治法第235条の

２の規定に基づき、平成19年度４月分及び平

成20年度４月分の例月出納検査報告書が提出

されました。したがって、その写しをお手許

に配っておきましたからご了承願います。 

 次に、地方自治法第121条の規定に基づ

き、説明のため本定例会に出席を求めました

者の職氏名はお手許に配っております一覧表

のとおりです。このうち森川勝監査委員に

は、本日の会議のみ出席要求をいたしており

ましたが、病気療養のため本日の会議を欠席

したい旨の届け出がありましたので、ご了承

願います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４ 常任委員会の閉会中の所管事 

       務調査報告 

○議長（北川嘉明） 日程第４、常任委員会

の閉会中の所管事務調査報告です。 

 各常任委員会の委員長から会議規則第77条

の規定に基づき、総務常任委員会が２月

14日、３月12日、４月10日、５月15日の委員

会開催分、福祉文教常任委員会が２月21日、

４月９日、５月14日の委員会開催分、経済建

設常任委員会が４月８日、５月13日の委員会

開催分の所管事務調査報告書が提出されまし

たが、既に配付済みですのでご了承願いま

す。 

 これで常任委員会の閉会中の所管事務調査

報告を終わります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第５ 報告第１号 平成１９年度兵 

       庫県太子町一般会計繰越明許 

       費繰越計算書について 

○議長（北川嘉明） 日程第５、報告第１号

平成19年度兵庫県太子町一般会計繰越明許費
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繰越計算書についてを議題とします。 

 職員に議案を朗読させます。 

（職員朗読） 

○議長（北川嘉明） 本案について提案理由

の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（首藤正弘） 報告第１号平成19年度

兵庫県太子町一般会計繰越明許費繰越計算書

について説明させていただきます。 

 本案件につきましては、平成19年度一般会

計において設定した繰越明許費について、地

方自治法施行令第146条第２項の規定によ

り、繰越計算書を調製し、議会に報告させて

いただくものでございます。よろしくお願い

します。 

○議長（北川嘉明） 提案理由の説明が終わ

りました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 以上で報告第１号を終わります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第６ 報告第２号 平成１９年度兵 

       庫県太子町下水道事業特別会 

       計繰越明許費繰越計算書につ 

       いて 

○議長（北川嘉明） 日程第６、報告第２号

平成19年度兵庫県太子町下水道事業特別会計

繰越明許費繰越計算書についてを議題としま

す。 

 職員に議案を朗読させます。 

（職員朗読） 

○議長（北川嘉明） 本案について提案理由

の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（首藤正弘） 報告第２号平成19年度

兵庫県太子町下水道事業特別会計繰越明許費

繰越計算書について説明させていただきま

す。 

 本案件につきましても、前の報告第１号と

同様、平成19年度下水道事業特別会計におい

て設定した繰越明許費について、地方自治法

施行令第146条第２項の規定により、繰越計

算書を調製し、議会に報告させていただくも

のであります。よろしくお願いいたします。 

○議長（北川嘉明） 提案理由の説明が終わ

りました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 提案理由のとおりでありま

すが、参考資料で出しておりますように、こ

の計画っていうのは59年以来の見直しってい

うふうに、まだ浸水被害が現実に発生してい

る場所、こういうことで実効性のある基本設

計にということでありますけれども、実際、

本町の場合、51年災を経験した後の経過があ

ります。その後、調整区域等における宅地

化、そういうことがひいては全体としての雨

水排水、下水道対策としての雨水排水が至難

になっている現状があります。そういうこと

でありますし、これはこれまでのまちづくり

の過去の見通しの甘さ、また過ちでもないの

かと思うほどであります。 

 そういう点から、これまでの工事にかかわ

る手戻りがないように、また同時に将来に悔

いを残さないように、これを機に抜本的に内

容の検証、整理が必要だろうと、このように

思うんですが、今後の取り組みについて説明

を求めます。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 今のご指摘の

とおり、現状を考えた中で今現在見直しを行

っとります。 

 そういった中で、やはり太子町の場合、下

流域が姫路市になっとります。ですから、姫

路市のほうの協議も含めながら慎重にやって

いきたいというふうに考えとります。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、こ
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れで質疑を終わります。 

 以上で報告第２号を終わります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第７ 報告第３号 町の出資等に係 

       る法人の経営状況の報告につ 

       いて 

○議長（北川嘉明） 日程第７、報告第３号

町の出資等に係る法人の経営状況の報告につ

いてを議題とします。 

 職員に議案を朗読させます。 

（職員朗読） 

○議長（北川嘉明） 本案について提案理由

の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（首藤正弘） 報告第３号町の出資等

に係る法人の経営状況の報告について説明さ

せていただきます。 

 本案件につきましては、本町が兵庫県町土

地開発公社へ出資していることから、地方自

治法第243条の３第２項の規定により、その

経営状況を議会に報告させていただくもので

ございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（北川嘉明） 提案理由の説明が終わ

りました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 以上で報告第３号を終わります。 

 お諮りします。 

 本日の日程第８、議案第32号から日程第

15、議案第39号までは、本日は提案説明のみ

にとどめ、質疑は第３日目以降に行いたいと

思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、そのように決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第８ 議案第３２号 太子町監査委 

       員に関する条例の一部を改正 

       する条例の制定について 

○議長（北川嘉明） 日程第８、議案第32号

太子町監査委員に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題とします。 

 職員に議案を朗読させます。 

（職員朗読） 

○議長（北川嘉明） 本案について提案理由

の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（首藤正弘） 議案第32号太子町監査

委員に関する条例の一部を改正する条例の制

定について説明させていただきます。 

 本案件は、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律が平成19年６月22日に公布され、

同法第３条第１項に規定された健全化判断比

率の公表、同法第22条第１項に規定された資

金不足比率の公表については、それぞれ監査

委員の審査に付し、議会へ報告することとな

っており、同法第３条及び第22条が平成20年

４月１日に施行されたことに伴いまして本条

例の一部を改正するものでございます。 

 本条例の第５条に地方公共団体の財政の健

全化に関する法律第３条第１項及び第22条第

１項の審査を追加いたしております。よろし

くご審議を賜り、原案のとおり可決いただき

ますようお願い申し上げ、提案説明とさせて

いただきます。 

○議長（北川嘉明） 提案理由の説明が終わ

りました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第９ 議案第３３号 太子町教育委 

       員会教育長の給与等に関する 

       条例の一部を改正する条例の 

       制定について 

○議長（北川嘉明） 日程第９、議案第33号

太子町教育委員会教育長の給与等に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてを議

題とします。 

 職員に議案を朗読させます。 

（職員朗読） 

○議長（北川嘉明） 本案について提案理由

の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（首藤正弘） 議案第33号太子町教育
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委員会教育長の給与等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について説明させていた

だきます。 

 本案件は、平成20年２月13日に発生しまし

た太子町立学校給食共同調理センターにおけ

る洗剤混入事件に関しまして、管理監督責任

として教育長の給料の減給10分の１、一月に

対応するため、本条例の一部を改正するもの

でございます。 

 改正の内容は、平成20年７月１日から平成

20年７月31日までの１カ月の間、本条例第３

条第１項に規定する給料の額、月額67万

5,000円に100分の90を乗じ、60万7,500円と

するものでございます。よろしくご審議を賜

り、原案のとおり可決いただきますようお願

い申し上げ、提案説明とさせていただきま

す。 

○議長（北川嘉明） 提案理由の説明が終わ

りました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１０ 議案第３４号 太子町税条 

        例の一部を改正する条例の 

        制定について 

○議長（北川嘉明） 日程第10、議案第34号

太子町税条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題とします。 

 職員に議案を朗読させます。 

（職員朗読） 

○議長（北川嘉明） 本案について提案理由

の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（首藤正弘） 議案第34号太子町税条

例の一部を改正する条例の制定について説明

させていただきます。 

 本件は、平成20年度の地方税法等の一部を

改正する法律及び地方税法施行令及び国有資

産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正

する政令が平成20年４月30日に公布され、同

日から施行されたことに伴い、関係する太子

町税条例の一部を改正するものでございま

す。 

 その改正の主な内容は、個人町民税におき

ましては、寄附金税制改革、公的年金から特

別徴収の実施、証券税制の特例税率の廃止で

ございます。法人町民税におきましては、公

益法人改革への対応でございます。固定資産

税におきましては、新築住宅に対する減額措

置の２年延長、省エネ改修を行った家屋に対

する減額措置の実施でございます。 

 詳細につきましては副町長より説明申し上

げますので、原案のとおり可決いただきます

ようお願い申し上げ、提案説明とさせていた

だきます。 

○議長（北川嘉明） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 議案第34号太子町税

条例の一部を改正する条例の制定について詳

細説明を申し上げます。 

 主な改正内容については３点でございま

す。個人町民税のこと、それから法人町民税

のこと、固定資産税のことでございます。 

 まず、個人町民税における寄附金税制改革

では、寄附金控除の適用対象に所得税の寄附

金控除の適用対象となる寄附金のうち、地域

住民の福祉の増進に寄与するものとして都道

府県または市町村が条例で指定したものを追

加することができる改正があり、本町では所

得税の控除対象となる町内の社会福祉法人７

団体を指定しております。町民税を計算する

際の控除対象限度額を総所得金額の25％から

30％に引き上げ、適用下限額を10万円から

5,000円に引き下げ、控除方式を所得控除か

ら税額控除に改正し、町民税の控除率は６％

となります。また、地方公共団体に対する寄

附、いわゆるふるさと納税が納入され、個人

住民税の所得割額の10分の１に相当する額を

限度として適用下限額の5,000円を超える金

額は、確定申告により、所得税の還付と住民

税の税額控除が適用され、寄附者に還元され

ます。寄附金税制改革は、平成20年１月１日

以後の支出分が該当し、平成21年度以後に適

用されます。関連する条文は、第34条の２、

第34条の７、第36条の２、附則第７条の４及

び別表でございます。 

 公的年金からの住民税の特別徴収の実施で



－19－ 

は、65歳以上の公的年金受給者のうち年額

18万円以上の者を対象に平成21年10月から特

別徴収が実施されます。初年度の21年度にお

いては、６月、８月は年税額の半額を普通徴

収で、10月、12月、２月は残りの額を年金か

ら特別徴収となります。22年度以降の４月、

６月、８月は、昨年度の２月分と同額を仮徴

収し、10月、12月、２月は確定額から仮徴収

額を控除した残りの額を特別徴収することに

なります。関連する条文は、第19条、第

38条、第41条、第44条、第45条、第46条、第

46条の２、第47条、第47条の２、第47条の

３、第47条の４、第47条の５及び第47条の６

でございます。 

 証券税制では、上場株式等の譲渡所得及び

配当所得に係る町民税の税率が平成20年12月

31日をもって1.8％の軽減税率が廃止され、

平成21年１月１日以降は３％の本則税率とな

る改正でございます。経過措置として、平成

21年１月１日から平成22年12月31日までの２

年間は、譲渡所得では500万円以下の譲渡

益、配当所得では100万円以下の配当は軽減

税率が適用されます。また、上場株式等の譲

渡損失または３年以内の各年に生じた上場株

式等の譲渡損失の金額があるときは、その損

失の金額を上場株式の配当所得の金額から控

除できる改正が平成22年分から適用されま

す。関連する条文は、附則第16条の３、附則

第19条、附則第19条の２、附則第19条の５、

附則第19条の６及び改正前の附則第19条の３

の削除でございます。 

 所得税から住民税への税源移譲に伴い、

20年度の住民税から住宅ローン特別控除が実

施されますが、３月16日以降に申告書の提出

があった場合でもやむを得ない理由がある場

合には控除が適用できる改正が行われ、公布

の日から適用されます。関連する条文は、附

則第７条の３でございます。 

 法人町民税においては、公益法人改革に伴

うものが中心でございます。公益法人改革と

は、民法第34条による社団法人と財団法人の

設立が主務官庁の許可主義で設立と公益性の

判断を一体的に実施していましたが、一般社

団法人及び一般財団法人に関する法律及び公

益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す

る法律が平成18年５月26日に成立し、平成

20年12月１日から施行されます。以後は、主

務官庁の許可制度を廃止し、法人は登記のみ

で設立でき、申請により民間有識者から成る

委員会の意見に基づき公益性の認定を行い、

公益社団法人または公益財団法人となりま

す。既存の法人は、５年間の移行期間中に所

用の手続を行い、新制度に移行することにな

ります。この公益法人改革に関連して、人格

のない社団等で収益事業を行わないものは非

課税とする改正が行われ、公布の日から施行

されます。関連する条文は第23条でございま

す。 

 また、法人の均等割の最低税率を適用する

団体が整備されるとともに、均等割額の法人

規模別の並びが整理され、公布の日から施行

されますが、公益法人改革に関する部分は平

成20年12月１日の施行となります。関連する

条文は第31条でございます。 

 法人町民税の減免対象の民法第34条による

公益法人から公益性の認定を受けた公益社団

法人及び公益財団法人に変更する改正が行わ

れ、平成20年12月１日の施行となります。関

連する条文は第51条でございます。 

 固定資産税におきましては、昭和39年から

期限つきの特例措置として導入され、繰り返

し延長されている新築住宅に対する固定資産

税の減額措置が平成20年３月31日までとなっ

ているため、平成22年３月31日までの２年間

延長する改正がございます。 

 また、平成20年４月１日から平成22年３月

31日までの間に一定の省エネ改修が行われた

住宅に対する翌年度分の固定資産税を120平

方メートルまでを限度として３分の１減額す

る条文の追加がございます。省エネ改修の要

件として、平成20年１月１日以前に所在する

住宅または区分所有に係る住宅の専有部分に

おいて、窓の改修または窓の改修工事とあわ

せて行う床、天井、または壁の断熱工事を実
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施し、そのいずれもが省エネ基準に新たに適

合し、工事費用は30万円以上となっとりま

す。21年度の税額から適用され、関連する条

文は附則第10条の２でございます。 

 公益法人改革における固定資産税において

は、非課税扱いとなる民法第34条の法人を公

益社団法人もしくは公益財団法人とする改正

で、関連する条文は第56条、附則第21条でご

ざいます。経過措置として、一般社団法人、

一般財団法人に移行した法人が設置する固定

資産については、移行の日の前日において非

課税とされたものについては平成25年度分ま

では非課税措置を継続することとなっとりま

す。 

 なお、その他の条文につきましては、地方

税法の改正または引用する法律名の変更等に

よる改正でございます。 

 以上で詳細説明を終わらせていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（北川嘉明） 提案理由の説明が終わ

りました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１１ 議案第３５号 太子町固定 

        資産税の不均一課税に関す 

        る条例の一部を改正する条 

        例の制定について 

○議長（北川嘉明） 日程第11、議案第35号

太子町固定資産税の不均一課税に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題

とします。 

 職員に議案を朗読させます。 

（職員朗読） 

○議長（北川嘉明） 本案について提案理由

の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（首藤正弘） 議案第35号太子町固定

資産税の不均一課税に関する条例の一部を改

正する条例の制定について説明させていただ

きます。 

 本件は、首都圏の近郊整備地帯及び土地開

発区域の整備に関する法律施行令等の一部を

改正する政令が平成20年３月28日に公布、４

月１日から施行されたことに伴い、関係する

本条例の一部を改正するものでございます。 

 地方税の不均一課税に伴う減収補てん制度

を適用している近畿圏の近郊整備区域及び都

市開発区域の整備及び開発に関する法律施行

令について適用対象となる工業生産設備の取

得価格要件が９億円から10億円に引き上げら

れ、また減収補てん措置の適用期間が２年延

長し、平成22年３月31日に改正されました。 

 近畿圏整備法で指定された都市開発区域内

の本町において平成20年３月31日までに９億

円を超える工業生産設備を新設または増設し

た場合、その固定資産税を不均一課税にした

場合には当該減収額に関して地方交付税の基

準財政収入額から相当額が控除される減収補

てんの特例がございます。 

 政令の改正により、本条例においても不均

一課税の対象となる固定資産税の取得価格を

10億円に、適用期間を２年間延長する改正を

するものでございます。よろしくご審議を賜

り、原案のとおり可決いただきますようお願

い申し上げまして、提案説明とさせていただ

きます。 

○議長（北川嘉明） 提案理由の説明が終わ

りました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１２ 議案第３６号 太子町手数 

        料条例の一部を改正する条 

        例の制定について 

○議長（北川嘉明） 日程第12、議案第36号

太子町手数料条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題とします。 

 職員に議案を朗読させます。 

（職員朗読） 

○議長（北川嘉明） 本案について提案理由

の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（首藤正弘） 議案第36号太子町手数

料条例の一部を改正する条例の制定について

説明を申し上げます。 

 本件は、戸籍法が改正されたことに伴い、

地方公共団体の手数料の標準に関する政令が
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一部改正され、平成20年５月１日より施行さ

れたことにより、本条例の一部を改正するも

のでございます。 

 記載事項証明については、戸籍法第48条第

２項に該当する利害関係人による特別の事情

がある場合の申請に限り証明書発行及び手数

料徴収を行っておりましたが、このたび統計

の作成または学術研究を目的とした業務につ

いても証明書の発行及び手数料を徴収するよ

う改正するものでございます。別表で改正を

しております。よろしくご審議を賜り、原案

のとおり可決いただきますようお願い申し上

げ、提案説明とさせていただきます。 

○議長（北川嘉明） 提案理由の説明が終わ

りました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１３ 議案第３７号 太子町消防 

        団員等公務災害補償条例の 

        一部を改正する条例の制定 

        について 

○議長（北川嘉明） 日程第13、議案第37号

太子町消防団員等公務災害補償条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題としま

す。 

 職員に議案を朗読させます。 

（職員朗読） 

○議長（北川嘉明） 本案について提案理由

の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（首藤正弘） 議案第37号太子町消防

団員等公務災害補償条例の一部を改正する条

例の制定について説明を申し上げます。 

 本件は、株式会社日本政策金融公庫法にお

いて、平成20年10月１日で国民生活金融公庫

等が解散し、株式会社日本政策金融公庫が成

立すること、及び非常勤消防団員等に係る損

害補償の基準を定める政令の一部を改正する

政令が平成20年３月26日に公布され、同年４

月１日から施行されたことに伴い、本条例を

改正するものでございます。 

 第３条第２項において国民生活金融公庫を

株式会社日本政策金融公庫に改正しておりま

す。また、最近の社会経済情勢にかんがみ、

非常勤消防団員等に対する損害補償に係る補

償基礎額の加算額について、配偶者以外の扶

養親族に係る加算額を引き上げることとして

おります。第５条第３項において扶養親族で

ない配偶者がある場合には、扶養親族のうち

１人についての加算額は217円となっており

ましたが、配偶者以外の扶養親族に係る加算

額について200円だったものを一律217円と規

定するものでございます。 

 附則の関係については、改正後の第３条第

２項については平成20年10月１日施行とし、

第２項において経過措置として適用日以後に

支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害

補償年金及び遺族補償年金を除く損害補償並

びに平成20年４月分以後の月分の傷病補償年

金、損害補償年金及び遺族補償年金について

適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損

害補償並びに平成20年３月分以前の月分の傷

病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金

については改正前の条例が適用されます。よ

ろしく審議を賜り、原案のとおり可決いただ

きますようお願い申し上げ、提案説明とさせ

ていただきます。 

○議長（北川嘉明） 提案理由の説明が終わ

りました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１４ 議案第３８号 揖龍保健衛 

        生施設事務組合規約の変更 

        について 

○議長（北川嘉明） 日程第14、議案第38号

揖龍保健衛生施設事務組合規約の変更につい

てを議題とします。 

 職員に議案を朗読させます。 

（職員朗読） 

○議長（北川嘉明） 本案について提案理由

の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（首藤正弘） 議案第38号揖龍保健衛

生施設事務組合規約の変更について説明を申

し上げます。 

 本件は、たつの市及び太子町の１市１町に
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よる一部事務組合として、ごみ、し尿及び火

葬業務等の保健衛生に関する事務を共同して

いる揖龍保健衛生施設事務組合の規約を変更

するものでございます。 

 その事務局は、現在揖龍広域センター内に

設置しているところでございますが、このた

びの規約変更により、事務局を揖龍クリーン

センター事務所内に移転することで、人員及

び事務所管理費等の共通経費の削減を含め

た、より効率的な組織体系を構築しようとす

るものでございます。 

 なお、附則につきましては、変更後の規約

の施行日を平成20年10月１日としておりま

す。よろしく審議を賜り、原案のとおり可決

いただきますようお願い申し上げ、提案説明

とさせていただきます。 

○議長（北川嘉明） 提案理由の説明が終わ

りました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１５ 議案第３９号 兵庫県町土 

        地開発公社定款の変更につ 

        いて 

○議長（北川嘉明） 日程第15、議案第39号

兵庫県町土地開発公社定款の変更についてを

議題とします。 

 職員に議案を朗読させます。 

（職員朗読） 

○議長（北川嘉明） 本案について提案理由

の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（首藤正弘） 議案第39号兵庫県町土

地開発公社定款の変更について説明を申し上

げます。 

 本件は、平成17年１月に土地開発公社経理

基準要綱の一部改正がされ、また平成19年

10月１日の郵政民営化法等の施行に伴い公有

地の拡大に関する法律の一部が改正されたこ

とに伴い、同公社定款を変更するに際し、公

有地の拡大の推進に関する法律第14条第２項

に規定により、議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

 まず、土地開発公社経理基準要綱の一部改

正により、新しくキャッシュフロー計算書の

作成が求められたことによりまして、兵庫県

町土地開発公社定款中において第16条第１項

第４号及び第21条第２項に規定している理事

会の議決事項と予算及び決算の該当箇所にキ

ャッシュフロー計算書を追加するものでござ

います。 

 次に、郵政民営化法等の施行に伴い、公有

地の拡大に関する法律の一部が改正されたこ

とにより、余裕金の運用について規定してお

ります同公社定款第23条第２号中の郵便貯金

を削除するものでございます。よろしく審議

を賜り、原案のとおり議決いただきますよう

お願い申し上げまして、提案説明とさせてい

ただきます。 

○議長（北川嘉明） 提案理由の説明が終わ

りました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 次の本会議は６月４日午前10時から再開し

ます。 

 本日はこれで散会します。 

（散会 午前10時46分） 

 


